
道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）（抄） 

 

 第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 旅客自動車運送事業（第三条―第四十三条） 

第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進 

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化（第四十三条の二―第

四十三条の八） 

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則（第四十三条の九―第四十三条の二十二） 

第二章の三 指定試験機関（第四十四条―第四十五条の十二） 

第三章 貨物自動車運送事業（第四十六条） 

第四章 自動車道及び自動車道事業（第四十七条―第七十七条） 

第五章 自家用自動車の使用（第七十八条―第八十一条） 

第六章 雑則（第八十二条―第九十五条の五） 

第七章 罰則（第九十六条―第百五条） 

附則 

 

   第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）と相まつて、道路運送事業の運

営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に

的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送

の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公

共の福祉を増進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業

をいう。 

２ この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 

３ この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送

する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 

４ この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 

５ この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。 

６ この法律で「自動車」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）による自動車をいう。 

７ この法律で「道路」とは、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路及びその他の一般交通

の用に供する場所並びに自動車道をいう。 

８ この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路

法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自

動車道」とは、自動車運送事業者（自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。）が専らその事業

用自動車（自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。）の交通の

用に供することを目的として設けた道をいう。 

 

   第二章 旅客自動車運送事業 

 

（種類） 

第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 



一 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業） 

イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車

を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自

動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

二 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事

業） 

（一般旅客自動車運送事業の許可） 

第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならな

い。 

（特定旅客自動車運送事業） 

第四十三条 特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければな

らない。 

 

第五章 自家用自動車の使用 

 

（有償運送） 

第七十八条 自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合を除き、

有償で運送の用に供してはならない。 

一 災害のため緊急を要するとき。 

二 市町村、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法

人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を

来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自家用有償旅客運送」という。）

を行うとき。 

三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期

間を限定して運送の用に供するとき。 

（登録） 

第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならな

い。 


